
参考資料１－４ 

離着陸場の確保について（川崎医科大学資料による） 

 

１．離着陸場の要件 

 

（１）場外離着陸場の設定 

 

ア．場外離着陸場がすでにドクターヘリ運航会社により地上での確認がなされてい

るか、又は消防機関等により選定され、かつ地上での確認がなされていること。 

 

イ．場外離着陸場が一定の基準を満足し航空法第７９条但し書きに係る許可を得て

いること。ただし、救急運航を行う場合にあっては、航空法第８１条の２の特

例を適用することができる。 

 

ウ．場外離着陸場の土地使用について、消防機関等により管理者の承諾が得られて

いること。ただし救急現場において事前に承諾を得られない場合は、必要によ

り事後承諾を得ること。 

 

（２）場外離着陸場における安全確保 

 

ア．場外離着陸場は、消防機関等によって人の立ち入りを禁止する措置がとられて

いること。 

 

イ．場外離着陸場に横断道路があり、又はその離着陸経路に近接して道路があると

きは、離着陸の際、通行止めその他の必要な措置がとられていること。 

 

ウ．着陸及び離陸時に飛散物・砂塵等の巻き上げによる周辺環境の被害が予測され

る場合は、着陸に先立ち、消防機関等によって除去・散水等の対策がとられて

いること。 

 

（３）場外離着陸場の状況の通報 

 

場外離着陸場が消防機関等により設定され、運航会社による地上での確認がなされ

ていない場合には、消防機関はヘリコプターに設定場所の位置、広さ、地表面の状況

及び周囲の障害物件の情報を通報しなければならない。 

 

  

 

 

 

 

 



【【【【参考】ドクターヘリ運航の特例にかかわる航空法規    

 

航空法第航空法第航空法第航空法第 79797979 条条条条（（（（離着陸離着陸離着陸離着陸のののの場所場所場所場所））））    

航空機（国土交通省令で定める航空機を除く。）は、陸上にあっては飛行場以外の場所に

おいて、水上にあっては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはな

らない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

 

第第第第 80808080 条条条条（（（（飛行飛行飛行飛行のののの禁止区域禁止区域禁止区域禁止区域））））    

航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の

上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

 

第第第第 81818181 条条条条（（（（最低安全高度最低安全高度最低安全高度最低安全高度））））    

航空機は、離陸又は着陸を行なう場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び

航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但

し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

 

第第第第 81818181 条条条条のののの 2222（（（（捜捜捜捜索又索又索又索又はははは救助救助救助救助のためののためののためののための特例特例特例特例））））    

前３条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際

し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。 

 

航空法施行規則第航空法施行規則第航空法施行規則第航空法施行規則第 176176176176 条条条条（（（（捜索又捜索又捜索又捜索又はははは救助救助救助救助のためののためののためののための特例特例特例特例））））    

法第 81条の 2の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。 

一 国土交通省、防衛庁、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する

航空機であって捜索又は救助を任務とするもの 

二 前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


